
警 察 署 協 議 会 議 事 録

協議会名 令和７年第３回宮城県鳴子警察署協議会

開催日時 令和７年10月23日（木）午前10時00分から

午前11時40分まで

開催場所 宮城県鳴子警察署大会議室

１ 協議会委員

出席者等 ・ 出席委員～ 鎌田清志 大崎佳子 髙橋俊介 長谷川真那

・ 欠席委員～ なし

２ 警察署側

署長 次長 会計課長 警務課長 生活安全課課長代理

刑事課長 交通課長

１ 報告事項

⑴ 管内の治安情勢等について（署長）

署長から、令和７年９月30日現在における刑法犯認知・検挙件数、

交通事故等の管内の治安情勢についての説明がなされた。

委 員：刑法犯の認知件数について、コロナ禍以前の状況と

比べると増減はどうなっているのか。

議事概要 署 長：減少であるが、年々増加傾向にあるので、予断でき

ない状況である。

委 員：県内の刑法犯認知・検挙件数ついては、公表してい

るのか。

署 長：県警察のホームページで公表している。

委 員：当署と比較すると如何か。

署 長：認知件数は低い。

委 員：刑法犯の増加は来日外国人の増加と関係あるのか。

署 長：あると思われる。

委 員：未解決、未検挙の件数と対応は如何か。

署 長：未解決、未検挙事案はある。

適切に管理し、継続対応を行っている。

委 員：自転車の取締りについて、反則告知等は行っている

のか。

交通課長：皆さんが赤切符と呼んでる交通切符１件を検挙して

いる。

委 員：鳴子警察署管内における交通死亡事故抑止目標件数



は設定しているのか。

交通課長：設定はしていないが、発生させないことが目標であ

る。

委 員：交通違反の取締り場所の設定は如何か。

交通課長：交通事故の発生現場、住民からの取締り要望等によ

り設定している。

委 員：交通事故の発生現場が集中しているが、その特徴は

何か。

交通課長：交通量が多く、商業施設の周辺に集中している。

委 員：商業施設への出入りの際の事故が多いと思われるが

対応は如何か。

交通課長：ご指摘のとおりである。

関係機関と連携し、対応を行っていく。

２ 速度取締り指針について

交通課長から宮城県警察速度取締り指針、鳴子警察署における重点

エリアの設定等について説明がなされた。

委 員：交通違反事故の防止のため、偏りがないように広範

囲での指導取締りをお願いする。

署 長：承知した。

委 員：国道47号における交通事故が全体の７割を占めてい

るので対策をお願いする。

署 長：承知した。

３ 留置施設の説明、視察

警務課長から留置施設の説明がなされ、委員による留置施設の視察

が行われた。

４ 意見・要望

なし

備 考


